
第 194回 教育研究評議会議事録 

    

Ⅰ 日 時 令和 3年 3月 11日（木） 14:00～16:00  

 

Ⅱ 出席者 評議員   永田、清水、木越、金保、BENTON、勝野、稲垣、原、佐藤、阿部、茂呂、西尾、 

西岡、内山、竹中、倉橋、佐々木、遠藤、山岡、大倉、関根、鄭、和田、秋山（英）、 

中山、田中、木塚、野中、山中（弘）、青木、山田、齋藤、加藤（和）、松本、小川、 

西保、太田、加藤（光）、溝上、池田、猿渡、大根田、鈴木、秋山（茂）、朴、林、 

高木、加賀、坪内、山中（敏） 

 

Ⅲ 議 題 

 

〔審 議〕 

1 筑波大学マレーシア海外分校の設置について ---------------------------------- 〔審議 1資料〕 

2 経営協議会学外委員候補者について ---------------------------------- 〔審議 2席上配付資料〕 

3 令和 3年 4月 1日付け事務組織等の改編について ------------------------------- 〔審議 3資料〕 

4 令和 3年度国立大学法人筑波大学年度計画について ----------------------------- 〔審議 4資料〕 

5 国立大学法人筑波大学組織評価規程の一部改正について ------------------------- 〔審議 5資料〕 

6 共同研究等規程の改正について ---------------------------------------------- 〔審議 6資料〕 

7 キャンパスマスタープランの改定について ------------------------------------ 〔審議 7資料〕 

8 令和 4年度以降の入学者選抜に係る基本的事項について ------------------------- 〔審議 8資料〕 

9 国立大学法人筑波大学と学校法人角川ドワンゴ学園との高大連携に関する 

協定書の締結について ------------------------------------------------------ 〔審議 9資料〕 

10 博士の学位及び課程修了の取消しについて --------------- 【回収資料】〔審議 10席上配付資料〕 

 

〔報 告〕 

1 情報発信に関する検証委員会での検証結果に係る対応について 【回収資料】〔報告 1席上配付資料〕 

2 学生の懲戒について 

3 令和 3年度役員・役職教員について ------------------------------------------ 〔報告 3資料〕 

4 2018-2020年度における筑波大学及び旧帝大等の若手教員比率の推移について ------ 〔報告 4資料〕 

5 「第 3期中期目標期間における経営力強化方策」のフォローアップ結果 

（令和 2年度） ------------------------------------------------------------- 〔報告 5資料〕 

6 寄附研究部門の設置（更新）等について -------------------------------------- 〔報告 6資料〕 

7 令和 3年度教育研究基盤経費の配分方針について ------------------------------- 〔報告 7資料〕 

 

 



Ⅳ 議 事 

〔審 議〕 

1      審議 1資料に基づく審議の結果、原案どおり承認された。 

なお、永田学長から、参考資料に掲載されている学部等の名称は仮として、検討の余地を残し

ていくことについて提案があり、了承された。 

2      審議 2資料に基づく審議の結果、原案どおり承認された。 

3      審議 3資料に基づく審議の結果、原案どおり承認された。 

なお、評議員から、今後の留学生獲得に向けて教育組織との連携が必要となってくるとの発言

があり、清水副学長から、留学生の獲得に係る検討委員会において、どのように人材を獲得して

いくか、教育プログラムや入試を含めて検討中であるとの回答があった。 

4～9    審議 4資料～同 9資料に基づく審議の結果、それぞれ原案どおり承認された。 

10      審議 10資料に基づく審議の結果、原案どおり承認された。 

 

〔報 告〕 

1       当事者の退出後、報告１資料に基づき報告があり、教職員専用サイトに、当事者からの教育研

究評議会議長宛の文書及び筑波大学ソーシャルメディア利用ガイドラインを期間を区切って掲

載することについて提案があり、了承された。 

なお、評議員から、教育研究評議会としての対応に異論はないが、当該文書には、訂正内容を

記載するなどより具体的な対応がなされるべきであったとの意見があった。 

2        学生の懲戒について、口頭により報告があった。 

3～7     報告 3資料～同 7資料に基づき、それぞれ報告があった。 

 

以 上 


